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第１ 安全の手引き 

 

 

 １．はじめに 

   皆さんは外国で生活する上で安全確保についてどの様にお考えでしょうか。 

   また、どの様な安全対策をとっておられるでしょうか。 

   マレーシアは、東南アジア諸国の中でも比較的治安が良く、生活しやすい国     

と言われていますが、隣国であるタイやインドネシアにおいては、テロ事案が多    

数発生しており、また、当館管轄であるマレーシア北部６州（ペナン州、ペルリ    

ス州、ケダ州、ペラ州、ケランタン州、トレンガヌ州）においても邦人が被害者    

となる強盗、窃盗等が数多く発生しています。 

   日本国内でも同様ですが、特に外国において生活する上では、 

      "自分の身は自分で守る"  "家族の安全は家族で確保する" 

  という心構えをより強くしていただくことが重要です。 

 

 ２．犯罪発生状況 

    ２０１５４年、マレーシアでは１１万５，５４５件の主要な犯罪（殺人、強盗、

強姦、傷害、窃盗（薬物関連犯罪、知能犯罪を除く。））の発生を認知しています。    

この数値は、警察が届出を受理した件数であり、実際の犯罪発生件数は、更に多い

ものことが推測されます。 

   日本とマレーシアの犯罪統計（２０１５年）に基づき、その発生状況を「人口     

１０万人当たりの犯罪発生率」（以下「犯罪発生率」という。）で説明すると次の        

とおりです。 

   ◇ 殺人事件 

     ２０１５年中、マレーシアでは４９９件の殺人事件を認知し、日本では９３

３件の殺人事件を認知しました。 

     発生件数を比べるとマレーシアは日本より少ないのですが、犯罪発生率で比      

較した場合、マレーシアは日本の約２．２倍となります。 

 

   ◇ 強盗事件 

      ２０１５年中、マレーシアでは１万３，７４８件の強盗事件を認知し、日本      

では２，４２６件の強盗事件を認知しました。 

      犯罪発生率で比較するとマレーシアは日本の約２３．２倍となります。 

 

   ◇ 強姦事件 

     ２０１５年中、マレーシアでは２，０４７件の強姦事件を認知し、日本では      

１，１６７件の強姦事件を認知しました。 



     犯罪発生率で比較するとマレーシアは日本の約７．２倍となります。 

   （人口統計については、マレーシア統計局発表の 2015年推計値、日本の総務省統

計局発表の 2015 年 10 月 1 日確定値を、犯罪統計についてはマレーシア警察及

び日本の警察庁公表数を引用。） 

 

 ３．犯罪被害防止対策 

  (1)  基本的心構え 

    ◇ 『自分の身は自分で守る。家族の安全は家族で確保する。』という意識を強

く持つ。 

    ◇ 常に警戒心を忘れない。 

   ◇ 危険な場所には近づかず、深夜や早朝の外出は極力避ける。 

   ◇ 新聞やテレビの報道、当館ホームページの情報、会社や知人等との情報交換

により最新の犯罪発生状況を把握する。 

 

  (2)  犯罪被害に遭わないための留意点等 

   ◇ ひったくり 

    ・バック等は、たすき掛けにして身体の前で持つようにする。 

    ・バックは車道と反対側に持つようにする。 

    ・深夜、早朝の一人歩きは避ける。 

        ・バイクなどに追跡されていないか時折、後ろを振り返る。 

 

   ◇ 車上狙い 

    ・車を離れる際には、短時間といえども必ず施錠をする。 

    ・車内にバックや貴重品を残さない。 

     

   ◇ 置引き 

    ・飲食店等ではバック等の荷物を残したままで席を離れない。 

    ・常にバック等の紐を腕に通しておく等して身体に接触させておき、荷物が動      

けば直ぐに分かる工夫をする。 

    ・付近をうろつく者がいれば、特に注意して荷物を見ておく。 

    ・４人掛けの席等では荷物は通路と反対側に置いておく。 

    ・知人等が一緒の場合には、お互いに荷物の確認を行う。 

 

   ◇ 強盗 

    ・深夜や早朝の一人歩きは避け、車やタクシーを利用して移動する。 

    ・相手が凶器を所持しておらず、付近に人がいる場合には大きな声を出して助      

けを求める。 

    ・自分に誰かが付いてきている等と危険を感じた際には、近くの飲食店やコン      

ビニに一旦入って様子を見たり、タクシーに乗り込む等して早急にその場を      

離れる。 



    ・万が一、強盗に襲われた場合には、（特に凶器を所持した犯人に対しては）      

無理な抵抗はせず、犯人の顔や身体的特徴、車やバイクのナンバー等を記憶      

して直ちに警察に通報する。 

 

   ◇ 空き巣 

    ・短時間の外出といえども全ての扉と窓を閉めて施錠をする。 

    ・室内でラジオをながす、電灯をつけたままにしておく等の在室を装う工夫を

する。 

    ・旅行や外出の予定、日程等を親しい者以外（警備員、清掃員等）に話さない。 

 

   ◇ スリ（特に路線バス内） 

    ・バックは常に身体の前面で持つ。又は、膝の上に置いておく。 

     ・見知らぬ者が親しげに話し掛けてきた場合には、その者に気を許すことな      

く、所持品をしっかりと持っておく。 

 

   ◇ いかさま賭博 

     邦人旅行者等に対して「自分の兄弟が日本に留学している。」「日本語の勉

強をしている。」等と親しげに話し掛け、言葉巧みに犯人の住居等でのポーカ      

ー等（賭け事）に誘い込み、いかさまにより金品やクレジットカードのキャ      

ッシングで金を巻き上げる形態の犯罪です。なお、最初は賭け事で勝ちが続      

くが、最後には必ず負けるように仕組まれています。 

    ・安易に相手や相手の話を信用しない。 

    ・不用意に一人で相手方が誘うがままについて行かない。 

    ・万が一、賭け事に誘われても断る。また、儲け話（株への投資、事業の共同      

経営等）を持ちかけられても断る。 

 

   ◇ クレジットカードのスキミング 

    ・クレジットカードは信用できる場所でのみ使用する。また、使用した店を記      

憶しておく。 

    ・毎月の利用明細を確認し、身に覚えのない利用があれば、直ちにクレジット

カード会社に連絡をする。 

 

   ◇ ニセ警察官 

     街中で警察官を名乗る者（私服）に旅券の提示やバック内等の確認を求めら      

れ、バックや財布等を渡すと、内部を確認するふりをして現金や貴重品を抜      

き取られます。 

    ・相手方の警察身分証明書(Police Authorized Card)の提示を求める。 

     ※ 当地警察本部に確認したところ、警察身分証明書を提示しない者に対し        

ては旅券や所持品等を提示する必要はないとのことです。 

    ・相手方が警察身分証の提示を拒否した場合には、旅券等の提示を断り、その      



場を立ち去る。又は、他の警察官の立会いを要請する。 

 

   ◇ 薬物関連犯罪 

     外国旅行の際に街中や空港等において、外国人等から「謝礼をするので、ペ      

ナンの友人に荷物を渡してほしい。」「あなたが次に訪れる××国の空港で待      

っている友人に荷物を渡してほしい。」等と依頼を受け、荷物を預かったと      

ころ、税関等の手荷物検査等で当該荷物から薬物が発見され処罰対象となる      

事案が発生しています。マレーシアでは、薬物関連犯罪の最高刑は死刑であ      

り、過去には邦人が死刑判決を受けています。 

    ・薬物に興味を示すような言動をしない。 

      ・パブ等の盛り場で薬物の使用や購入を勧められても断る。 

    ・たとえ高額の謝礼をすると言われても、見知らぬ人物から荷物等を預からな

い。 

    ・初対面の者を安易に信用しない。 

 

   ◇ 誘拐 

     これまでに当館管轄内において邦人の誘拐事件は発生していません。 

     しかし、クアラルンプールにおいては外国人の子供の誘拐事件も発生してお      

り、また、サバ州においてはテロ組織等による外国人旅行者の誘拐事件も発      

生しています。更に、「日本人＝金持ち」というイメージが定着している国      

も多くあり、邦人が誘拐の被害者となる可能性もあります。 

    ・通勤等は複数の経路を使い、通勤経路をパターン化しない。 

    ・車両に乗り込む際には周囲の状況をよく確認する。 

    ・誘拐につながる可能性のある事案（会社に対する脅迫電話等）が発生した際      

には警察及び当館に通報する。 

    ・子供のみで外出させない。 

 

   ◇ その他 

     マレーシアでは銃器所持は厳しく規制されており、モデルガンの所持も犯罪      

となります。 

     国の治安を損なう出版物（共産主義や民族等に関するもの）の発行や販売は      

禁止されています。 

     マレーシアでは賭博も買（売）春も違法です。関係法令で厳しく規制されて      

おり、警察も頻繁に捜査を行っています。 

 

  (3)  住居における安全対策 

     住居の選定等にあたっては、以下の点を参考にしてください。 

   ◇ 地域に関するもの 

    ・付近に急傾斜地はないか。斜面の整備はきちんとされているか。 

    ・周辺道路にゴミが散乱していないか。 



    ・付近の塀等に落書きはないか。 

        ・周辺の街灯は十分な明るさがあるか。 
    ・野犬がいないか 
 

   ◇ コンドミニアムに関するもの 

    ・周辺の塀やゲートはしっかりした造りになっているか。 

    ・警備員の勤務態度はどうか。 

    ・敷地内にゴミは散乱していないか。植栽等の手入れはされているか。 

    ・夜間の照明設備は十分か。 

    ・非常階段は設置されているか。 

    ・玄関ドアの構造は頑丈か。ドアに複数の施錠が設置されているか。 

    ・玄関にはグリルドア（鉄柵ドア）が設置されているか。 

    ・入居に当たり、玄関ドア又はグリルドアの鍵は交換されたか。 

    ・インターホンやドアスコープが設置されているか。 

    ・室内の窓の施錠設備は頑丈か。低層階には窓にグリルが設置されているか。 

    ・ベランダは室外から侵入できない構造か。 

 

   ◇ 一戸建て住宅に関するもの 

    ・周辺の塀やゲートはしっかりした造りになっているか。 

    ・夜間の照明設備は十分か。 

    ・玄関ドアや出入口ドアの構造は頑丈か。ドアに複数の施錠が設置されている

か。 

    ・入居に当たり、玄関ドア又はグリルドアの鍵は交換されたか。 

    ・インターホンやドアスコープが設置されているか。 

    ・室内の窓の施錠設備は頑丈か。窓にグリルが設置されているか。 

    ・駐車場は敷地内に確保できるか。 

 

  (4) 犯罪被害防止のための留意点 

    ◇ 在宅中における留意点 

      ・来訪者はドアスコープ等で確実に確認してドアを開ける。 

    ・付近をうろつく不審人物や車両は警察に通報する。 

    ・在宅中といえどもドアや窓は開け放しにしない。 

 

   ◇ 外出前における留意点 

    ・外出時は必ず全ての窓を閉めて施錠をする。 

    ・長期間の留守予定は、親しい者以外には知らせない。 

    ・外出中はラジオを流しておく、室内の電灯をつけたままにしておく等の在宅      

を装う工夫をする。 

 

   ◇ 外出中における留意点 



    ・「自分の身は自分で守る。」「家族の安全は家族で確保する。」という心構

えを持つ。 

    ・可能な限り車両やタクシーで外出する。 

    ・バック等の荷物は自分の身から離さない。 

    ・多額の現金を持ち歩かない。また、多額の現金を人前で出さない。 

 

   ◇ その他 

    ・知人等で情報交換をする。 

    ・新聞等で情報を収集する。 

    ・当館ホームページ「ペナン安全情報」による情報収集をする。 

 

  (5) 万が一、犯罪被害に遭われた場合の対応 

    ・無理な追跡や抵抗はしない。 

     犯人は逃げるためにはどんなことでもします。無理に追跡をすれば相手は       

反撃してきます。特に凶器を所持した相手には無理に抵抗すれば、身体的       

な危害を加えられる可能性が高くなります。 

    ・直ちに警察に通報する。 

     犯人の顔や身体的特徴、使用していた車やバイクのナンバー等をしっかり       

と記憶して、直ちに警察に通報してください。 

     届出は、最寄りの警察署で行えますし、ツーリストポリスで届出を行えば、

英語対応が保証できます。 

    ・大きな声で助けを求める。 

     周囲に人がいる場合には、大きな声を出して助けを求めてください。 

  

４．テロ情勢と必要な対策 

 (1) テロ情勢 

近年マレーシア国内では、イスラム過激派によるテロ事件の発生はありませんが、

２０１３年２月下旬以降、マレーシア国内各地で１７７人がテロ関連容疑で逮捕さ

れ、少なくとも１５０人のマレーシア人がＩＳの活動に参加すべく、シリア、イラ

ク北部地域へ渡航したと報じられております（２０１６年３月末現在）。逮捕者の

多くは、シリア、イラクへ渡航前に逮捕されたり、イスラム過激派の危険な思想を

伝播したり、ＩＳへの勧誘や資金援助などを行ったとして逮捕されたと報じられて

おりますが、逮捕者の一部は、マレーシア国内にある欧米権益やパブ、ディスコ、

マレーシア政府関連施設、警察・軍の関連施設、観光客が多い繁華街等を標的とし、

テロを計画中であったことも報じられています。また、これら逮捕者を職業別に見

ると、大学生、主婦、建設現場労働者、建築技師、会社役員、料理人、グラフィッ

クデザイナー、政府幹部職員やマレーシア海軍・空軍関係者、空港保安職員、警察

官等幅広い業種に及んでいるほか、年齢別に見ても１０代から５０代と幅広く分布

しており、今後も職業や年齢を問わず、イスラム過激派思想に感化されるマレーシ

ア人の拡大を懸念する報道もあります。 



一方、上記逮捕数が示すとおり、マレーシア治安当局もＩＳへ参加を企図するマ

レーシア人のシリア・イラクへの渡航を未然に阻止したり、マレーシア国内でテロ

を計画中であった者を逮捕するなど、監視活動と取締りを強化しております。また

大使館・総領事館からマレーシア関係当局に対し、在留邦人の安全確保について特

段の配慮をお願いしており、マレーシア当局からは、日本人を狙ったテロにつき、

何ら特異情報には接しておらず、現時点で具体的な脅威はないと説明を受けており

ます。しかし、今後の情勢を注視して、不測の事態に備えていくという心構えは、

日頃から持って頂くことが大切です。 

 

  (2) 必要な対策 

在留邦人の皆様をはじめ、観光など短期滞在中の皆様におかれましては、下記の

事項を参考に、テロ攻撃に対する「警戒心」を常に保持していただくとともに、万

一、不測の事態が発生した場合には、どのように行動するか善後策を検討し、必要

な対策を取ることを心がけていただきますよう、お願い致します。 

 
① テロ被害を受けないための事前対策 

ア 基本事項 

◇ 危ない国、場所、時間帯を避ける。 

◇ 情報収集 

マレーシアを含む海外への渡航・滞在にあたっては、外務省海外安全ホー

ムページや渡航先を管轄する在外公館のホームページ等を参照いただき、最

新の渡航情報を必ず確認するようにお願いします。 

      ◇ マレーシアの渡航情報（危情

報）        http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinf
o.asp?id=017#ad-image-0 

      ◇ 渡航情報（危険情報）とは  

            http://www.anzen.mofa.go.jp/masters/gaiyo.html 
 

◇ 在留届や「たびレジ」に登録する 

当地に長期滞在される方は、正確な在留届出情報の更新をお願い致します。 

海外旅行や海外出張される方は、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録する

と滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、いざという時の緊

急連絡などが受け取れる『たびレジ』というシステムを運用致しておりますの

で、海外旅行（滞在予定期間が３ヶ月未満で、在留届を提出されていない方を

含む。）や海外出張を予定されている方は、是非ご登録ください。 

◇ 『たびレジ』登録 

           https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 
 
 
 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=017#ad-image-0
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=017#ad-image-0
http://www.anzen.mofa.go.jp/masters/gaiyo.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/


イ  確認・習慣 

◇ いつどこで発生するかもしれないという危機意識の保持 

特に凶器として刃物を使用したテロはいつでも、どこでも、誰でも、実行

でき、音も発生しないため周囲の人々が気付きにくい。  

◇ 閉じた空間（宿泊先やレストラン、会場）では利用時に非常口や退避ルー

トを確認する。 

◇ 人混みを避け、防御壁になるものを見つける習慣をつける。 

◇ レストランでは、オープンスペースや出入口付近、ガラス戸近くを避け、

奥の壁際か柱の近くに席をとる。 

 

ウ 服装 

 ◇ 目立つ服装や行動、目立つ車の利用を避ける。 

 ◇ イヤホン等で音楽を聴くなどして、外部の音を遮断しない。 

 ◇ 避難しやすい、露出の少ない服装を着用。 

（ハイヒール、サンダル、半ズボンは高リスク） 

 

エ 立ち寄らない、通行しない、滞在は短く 

 ◇ 宗教関連施設、軍・警察施設、欧米関連施設にはなるべく近づかない。 

 ◇ ガラスを多く使用した建物にはなるべく近づかない。 

 ◇ 人が多く集まる場所にいる時間をできるだけ短くする。 

  （空港のチェクインカウンター、ホテルのロビー等） 

 ◇ 大きな荷物、不自然な厚着、不審者、不審物には近づかない。 

 

② テロに遭遇した場合の対処方法 

ア 一般的な留意事項 

   ◇ 直ちに伏せる。 

   ◇ 頑丈な物陰に隠れる。 

         ◇ できるだけ速やかに現場から離れ、近寄らない。爆弾テロの場合、１回

目の爆発の後、人が集まったところで２回目の爆発を行うなど、複数の爆

弾が仕掛けられている事がある。また、銃乱射の場合、大量殺戮が目的で

あるため、弾薬が尽きるまで乱射が続けられる。 

         ◇ 避難する時間がない、または襲撃対象となりうる場合は隠れる。 

         ◇ 群衆パニックに巻き込まれない。将棋倒しによる圧死の可能性がある。 

◇ 現場から逃げることができたら、身体に異常がないか確認する。 

 

イ 爆弾テロの場合 

 ◇ カバン等で頭部を保護し、姿勢を低くして爆発時点から離れる。 

         ◇ 爆発に遭遇した瞬間は、肺の損傷を防ぐため「少し口を開け」、目と鼓膜

を損傷を避けるため「目と耳を塞ぐ」。 

 



ウ 銃撃事件の場合 

 ◇ 低い姿勢でジグザグに逃げる。 

 ◇ ガラス窓から離れて逃げる。 

 ◇ 不用意に動くと狙い撃ちされるので、叫ばない、目立たない。 

 ◇ 防御物となる硬い物体を探す。 

 

 ５．交通事故防止対策 

   マレーシアの交通事情は日本と比べものにならないくらい劣悪です。 

   バイクの逆走や歩道通行、急な進路変更は日常茶飯事であり、また、右左折時に

ウィンカーを適切に使用する車両は稀であり、更に、強引な割り込みや追い越しも

頻繁にあります。 

   また、歩行者は、歩行者用信号や横断歩道が少ないこともあり、車両が頻繁に通

行する車道を横断しなければならない場合も多々あります。 

   日本とマレーシアの交通統計（２０１３年）に基づき、その発生状況を「人口１

０万人当たりの発生率」（以下「発生率」という。）で比較すると、次のとおりで

す。 

   ◇ 交通事故件数 

２０１３年、マレーシアでは４４万２，２０６件（サバ州、サラワク州を除く。）

の交通事故を認知し、日本では６２万９，０２１件を認知しており、発生率で比

較した場合、マレーシアは日本の約３．８倍となります。しかし、この数値は、

警察が届出を受理した件数であり、マレーシアでは事故現場で示談解決を行い、

警察に届け出ない事故当事者もいるため、実数は、さらに多いことが推測されま

す。 

   ◇ 交通事故死者数 

２０１３年、マレーシアでは５，８６６人（サバ州、サラワク州を除く。）の

交通事故死者を認知し、日本では４，３７３人を認知しており、発生率で比較

した場合、マレーシアは日本の約７．２倍となります。 

 

   この様な交通状況の中で交通事故の当事者とならないためには十分な注意が必要

です。 

  (1) 運転時の留意点 

   ・常に冷静な気持ちで運転する。 

   ・速度は控えめに、合図は早めに行う。 

   ・右左折時、後退時、車線変更時等には確実に安全確認を行う。 

   ・バイクは無謀な運転が多く、特に注意する。 

   ・シートベルトは全員が着用する。（着用は義務づけられており、警察による      

取締りも頻繁に行われています。） 

   ・携帯電話を保持したまま運転しない。（運転中の携帯電話使用については、警

察による取締りも行われています。） 

   ・飲酒運転は絶対にしない。（マレーシアでも飲酒運転は厳罰に処せられます。） 



 

  (2) 歩行時の留意点 

   ・車道と歩道の区別のある場所では歩道を歩く。区別のない場所ではなるべく      

道路の端を歩く。 

   ・道路を横断する場合は、通行車両の流れをよく見極めて素早く渡る。 

   ・車やバイクが止まってくれると思わない。 

 

  (3) 万が一、交通事故の当事者となった場合の対応 

   ◇ 負傷者の救護 

     負傷者がある場合には、救急車を要請する等の負傷者救護を最優先してくだ

さい。 

 

   ◇ 交通事故発生状況の記録 

     日時、場所、交通事故状況、相手方の車両番号、氏名、住所、連絡先、保険

会社、保険証書の番号等をメモしておいてください。また、車両破損箇所を写

真撮影しておくことをお勧めします。 

 

   ◇ 警察への届出 

     警察への届出は法律で義務づけられており、交通事故発生から２４時間以内

におこなわなければなりません。不届けに伴う罰則もあります。 

     また、保険金請求の際には警察への届出証明書(Police Report)が必要です。 

     交通警察は各方面本部に置かれており、ペナン州では以下の５つが該当しま

す。（※方面本部とは、州警察本部の下位組織で、警察署よりは上位組織） 

            Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut(Georgetown) 

            Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya（Balik Pulau） 

            Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah(Bukit Mertajam) 

            Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara(Kepala Batas) 

            Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan(Nibong Tebal)    

   

  ◇ 交通事故現場における言動 

     マレーシアでは、自分の過失は棚に上げて、相手方の過失が原因であるとし

て話を展開していく傾向があります。よって、交通事故現場においては安易に

「すみません。ごめんなさい。」等の言動をせず、臨場した警察官に状況を説

明することをお勧めします。 

 

   ◇ 交通事故処理 

     交通事故発生後は、速やかに自己が加入する保険会社に連絡をしてください。 

     なお、マレーシアにおいては、軽微な交通事故の場合、その場で当事者同士

が話し合い、修理代や治療代を支払う等して示談とする方法をとることもあり

ます。しかし、負傷が重い、相手方と話の折り合いがつかない、高額な修理代



や治療費が予想される等の場合には、後々トラブルとなる可能性がありますの

で警察や加入している保険会社に連絡する等して対応することが肝心です。 

 

 ６．生活する上での留意点 

  ◇ 民族に関する発言等 

    マレーシアは多民族国家であり、マレー系、中華系、インド系を中心として様々    

な民族が共存しています。各民族の文化の違いから物事に対する考え方、行事、    

行動等も様々であり、日本人には受け入れがたい習慣等もあると思いますが、民    

族に関する発言等は避けることが無難です。 

 

  ◇ 宗教に関する発言等 

    マレーシアの国教はイスラム教と定められていますが、民族同様にマレーシア

はイスラム教、仏教、ヒンズー教等が混在していますので、宗教に関する発言等

は避けることが無難です。また、各宗教には食べ物等に関する戒律や礼拝の決ま

り等がありますので、これらに関することは尊重することが重要です。 

 

  ◇ 日本の週刊誌等の持込み 

     マレーシアの法律ではわいせつ物の所持は法律違反となります。しかし、わい

せつの判断基準は日本とは異なり、日本の週刊誌等に掲載されているヌードグラ

ビア等もわいせつ物と判断され処罰対象となる可能性がありますので、これらの

マレーシア国内への持ち込みは注意が必要です。 

 

  ◇ 旅券等身分事項証明書の常時携行 

    マレーシアでは外国人に対して旅券等身分証明書の常時携帯義務を明記した法     

律はありませんが、入国管理法及び旅券法には「入国管理官は出入国時に限らず、    

当国（マレーシア）に滞在中の外国人に対し、旅券の提示を求める権限を有する。」    

と規定されています。この旅券提示要求に従わなかった場合は、処罰対象となり、    

法的手続きを経て有罪となれば刑罰が科せられます。 

    また、警察官には警察法に「警察官は、その行動又は物の所持につき、法令上

の資格や権限を必要とする場合において、当該資格、許可及び権限を有する証を

提示させる目的のために、これらの者を停止させ又は勾留することができる。」

と規定され、広範な職務質問権限が与えられており、更に、かかる提示要請に応

じない者は、逮捕状なしに逮捕されうるとも規定されています。 

    したがって、邦人の皆様は、盗難紛失等に十分に気をつけていただきながら、

旅券のオリジナルを常に携行することをお勧めします。 

    なお、地元警察によれば、旅券のコピー又は旅券以外の身分証明書（運転免許

証等）を携行しているだけでは警察官等が警察署等への同行を求めたり、状況に

よっては身柄を拘束することもあるとのことです。 

    「身分証明のために、旅券のコピーに総領事館のスタンプを押して欲しい。」      

との要望をされる」方がありますが、大使館、総領事館ではその様な証明は      



行っておりません。 

    警察官による旅券等提示の違反を理由として罰金名目で金銭を騙し取る事案      

も過去に発生していますので十分に注意してください。 

    マレーシア警察では旅券等不提示は警察署等における事情聴取や確認を行う      

のが原則であり、警察官が現場において違反者から罰金を徴収することはな      

いとのことです。この様な支払い要求があった場合には、直ぐに支払いに応      

じることなく、当館へ連絡をしてください。 

 

  ◇ 写真等の撮影 

    モスク（イスラム教礼拝施設）や軍事施設、寺院等では写真撮影等が禁止され

ている場所が多くあります。写真撮影をする際には撮影の可否を施設関係者に確

認したりすることが必要です。（看板等で撮影禁止を表示していることもありま

す。） 

 

  ◇ 信頼できる家政婦やベビーシッター等の雇用 

    お互いの信頼関係ができるまでは留守予定等を家政婦等に教えないことが無難

です。過去には家政婦等が泥棒と通じ、留守予定を泥棒に教えて空き巣に入らせ

るという被害も出ています。 

 

  ◇ その他 

   ・イスラム教においては、酒と豚はタブー。 

   ・イスラム教の礼拝の時間帯の訪問、電話は避ける。 

   ・左手は不浄なものとされており、握手や物の授受は右手で行う。 

   ・人差し指で指すことは失礼とされており、親指を使う。 

   ・頭は神聖な部分とされているので、子供の頭をなでたりしない。 

   ・女性に対しては、男性から握手を求めない。 

 

 ７．マリンスポーツ等における事故 

    マレーシアは１年中気温が高く、シュノーケリングやダイビング等のマリンスポ    

ーツが盛んに行われていますが、スポーツ中の邦人の死亡事故も発生しています。 

    マリンスポーツの際には、体調管理に万全を期し、また、信頼のおけるインスト        

ラクターの指導により行われることをお勧めします。 

   また、水上バイクやパラセーリングにかかる接触事故等も発生していますので、    

浜辺で遊泳等をされる際にも十分に注意してください。 

  

 ８．当館として支援できること 

  ・現地警察への届出に関する助言 

  ・旅券の再発給、帰国のための渡航書の発給 

  ・医療機関、弁護士、通訳等の情報提供 

  ・日本国内のご家族等との連絡に関する支援 



 

 ９．緊急連絡先 

  ◇ 警察・救急車 ９９９ 

  ◇ 消防     ９９４ 

  ◇ 州警察本部ホットライン 

    ペナン州警察本部   ０４－２２２－１５２２ 

    ケダ州警察本部    ０４－７７４－１２２２ 

    ペラ州警察本部    ０５－２４５－１２２２ 

    ペルリス州警察本部  ０４－９０８－２２２２ 

    クランタン州警察本部 ０９－７４５－５６２２ 

    トレンガヌ州警察本部 ０９－６３５－４７２２ 

 

  ◇ 病院   

   ● ペナン州 

     アイランド病院（ISLAND HOSPITAL）            ０４－２２８－８２２２ 

                （日本語対応）       ０４－２３８－３１６０ 

アドベンティスト病院（ADVENTIST HOSPITAL）   ０４－２２２－７２００ 

            （日本語対応）    ０４－２２２－７４００ 

     ローガンライ・スペシャリストセンター(LOH GUAN LIE SPECIALISTS CENTRE) 

                 （日本語対応）    ０４－２３８－８８８８ 
                 （日本語対応）    ０４－２３８－８４９５ 

     ペナン公立病院（GENERAL HOSPITAL PENANG）   ０４－２２２－５３３３ 

グレンイーグルス医療センター(GLENEAGLES MEDICAL CENTRE） 

                             ０４－２２７－６１１１ 

       

   ● ケダ州 

     プトラ医療センター（PUTRA MEDICAL CENTRE）    ０４－７３４－２８８８ 

 

   ● ペラ州 

     イポー公立病院（IPOH GENERAL HOSPITAL）       ０５－２０８－５０００ 

 

      ● ペルリス州 

        ファウザー病院（HOSPITAL TUNKU FAUZIAH）      ０４－９７３－８０００ 

 

      ● クランタン州 

        ラジャ・ザイナブ病院（HOSPITAL RAJA ZAINAB）  ０９－７４５－２０００ 

 

      ● トレンガヌ州 

        クアラ・トレンガヌ病院（KUALATRENGGANU HOSPITAL）  

０９－６２１－２１２１ 



  ◇ 在外公館連絡先等 

   ● 在ペナン日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Penang) 

     電 話：（＋６０－４）２２６－３０３０ 

     ＦＡＸ：（＋６０－４）２２６－１０３０ 

         Level 28, Menara BHL, No.51 Jalan Sultan Ahmad Shah,  

 10500 Penang, Malaysia 

 

   ● 在マレーシア日本国大使館(Embassy of Japan in Malaysia) 

     電 話：（＋６０－３）２１７７－２６００ 

     ＦＡＸ：（＋６０－３）２１６７－２３１４ 

         11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50540 Kuala Lumpur, Malaysia 

 

   ● 在コタキナバル領事事務所 

(Consular Office of Japan in Kota Kinabalu) 

     電 話：（＋６０－８８）２５４１６９ 

     ＦＡＸ：（＋６０－８８）２３６６３２ 

         No.18 Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabaru, Sabah, Malaysia 

 

 10．緊急時の現地用語例（マレー語） 

  ※ ペナンにおいては英語でほとんど通じます。 

   「助けて！」      トロン！ 

               (Tolong!) 
   「火事だ！」      アピ！ 

               (Api!) 
   「警察を呼んでくれ！」 トロン・パンギル・ポリス！ 

               (Tolong Panggil Polis!) 
   「救急車を呼んでくれ！」トロン・パンギル・アンビュランス！ 

               (Tolong Panggil Ambulans!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２ 緊急事態対処マニュアル 

 

 

 １．はじめに 

   マレーシアでは、２００４年１２月のスマトラ沖大地震によるインド洋津波被害    

で多数の方が命を落とす事案が発生しています。また、世界各地で地震や洪水、台風等    

の災害、テロ事件、大規模事故が発生しており、いつ、どこで災害等が発生する    

か予断を許さない状況にあります。 

   これらのことから、緊急事態に対する心構えを平素から持ち、また、いざという    

時のために準備しておく必要があります。 

   緊急事態の発生に際しては、当館としても最大限その対応にあたりますが、皆様    

自身も自己の安全対策に万全を期すよう努力をお願いします。 

 

 ２．平素の準備 

  ◇ 在留届等の提出 

    当館管轄内に在留される方は全員が在留届を提出して下さい。 

    また、緊急事態においては当館からメール、電話等により皆様に連絡を行うことと

なりますので、転居等で自宅電話番号、携帯電話番号、メールアドレスに変更    

があった場合には、速やかに当館に届出をしてください。 

 

  ◇ 連絡方法の確認 

    緊急事態はいつ起こるか分かりません。そのような場合に備えて家族間、勤務

先、知人間等で緊急時の連絡方法や集合場所等を確認しておいて下さい。 

 

  ◇ 情報収集の準備 

    電話回線等が使用できない場合には、テレビ及びラジオ（短波放送）のＮＨＫ

海外放送等を通じて必要な連絡を行うこともあります。また、必要な情報を収集

するためにも携帯ラジオ等の準備をしておいてください。 

 

  ◇ 家族等の集合場所の検討 

    家族、知人等の間で緊急事態発生時における集合場所や一時避難先（ホテルや公    

共施設、当館事務所、日本人会館、日本人学校、各勤務先等）を決めておいてくだ

さい。 

 

  ◇ 自動車の整備等 

    自動車を所有されている方は、日常の点検、整備、燃料の確認等を心掛けてく

ださい。特に燃料は常に半分以上を保たれることをお勧めします。 



    また、自動車を所有されていない方は、知人等と相談して、緊急避難時に同乗

させてもらえるように依頼しておいてください。 

 

３．非常持出し品の準備 

  ◇ 平素の準備 

    旅券、現金、貴重品、衣服等の避難時に必要となるものを直ちに持ち出せるよう    

に保管しておいて下さい。 

 

  ◇ 非常持ち出し品 

    旅券、現金、クレジットカード、貴金属等の貴重品、携帯ラジオ、着替え（動きや

すい服が便利）、懐中電灯、予備電池、ライター、非常用食料、飲料水（最低数日分）、

乳児がいる場合は粉ミルク等、医薬品、その他（可能であれば、ロウソク、マッチ、

ナイフ、缶切り、栓抜き、紙製の食器、割り箸、固形燃料、簡単な炊事道具、洗面道

具等） 

 

  ◇ 非常食料の備蓄 

    自宅での避難生活に備えて、米、調味料、缶詰類、インスタント食品、粉ミル

ク等の保存食品及び飲料水を家族全員で１週間程度生活できる量を備蓄しておか

れることをお勧めします。 

 

 ４．緊急時の行動 

  ◇ 心構え 

     緊急事態が発生するおそれのある場合、又は緊急事態が発生した場合には、当館    

において、情報収集、情勢判断及び対策の検討を行い、皆様にメール等によりお    

知らせいたします。なお、緊急事態においては、冷静になり、噂等に惑わされた    

りしないように行動することが大切です。 

 

  ◇ 一時避難先の選定 

    一時避難先の選定にあたっては、家族等が分かりやすく、通信手段が確保でき

る建物（ホテル、公共施設、当館事務所、日本人会館、日本人学校、各勤務先等）

にされることをお勧めします。 

 

  ◇ 安全の確保 

    避難時には、皆様の身体の安全を第一に考えて行動してください。 

     また、避難先までの移動は、危険な場所を極力避け、遠回りとなっても安全な経  

路を選択してください。 
 

  ◇ 避難後の連絡 

    一時避難をした後で避難先、避難されている方の氏名、連絡方法等を当館事務所    

に連絡してください。 



  ◇ 情報収集 

    当館からは、在留届に記載されたＥメールや電話番号に情報提供、避難指示等を    

行います。また、皆様も当館ホームページやテレビ等による情報収集を心掛けて下

さい。 

 

  ◇ 連絡方法の確保 

    避難時には、常に携帯電話の電源を入れ、常に着信の有無を確認してください。 

    また、本邦の家族、知人等とはこまめに連絡を取り、適宜、自分の所在や状況

等を伝えるようにしてください。 

 

  ◇ 不要な外出の抑制 

    一時避難先に避難後は、不要な外出は極力避けてください。 

 

 ５．国外への退避 

   紛争等で国外退避が必要と思われる場合や当館が「退避勧告」を発出した場合はで

きる限り早く国外に退避してください。 

   その際、一般商業便が運航している間は、可能な限り一般商業便を利用してくだ

さい。 

   一般商業便の運行が打ち切られた場合等は、状況により外務省（当館）がチャー    

ター機、又はチャーターバス等を手配する場合もあり、同チャーター機等を利用    

もすることもできます。（※チャーター機の利用は、片道エコノミー料金の支払    

いが必要です。）なお、チャーター機等は座席数に限りがあり、時間がかかるこ    

とも予想されますので、「退避勧告」が発出された場合、早い段階で一般商業便等によ

る自主待避をお勧めします。 

   なお、皆様自身または勤務先の判断等により、自主的に帰国、第三国へ退避され

る場合は、当館又は外務省海外邦人安全課に必ず連絡をして下さい。 

 

 ６．連絡先 

  ◇ 在ペナン日本国総領事館(Consulate-General of Japan in Penang) 

    電 話：（＋６０－４）２２６－３０３０ 

    ＦＡＸ：（＋６０－４）２２６－１０３０ 

        Level 28, Menara BHL, No.51 Jalan Sultan Ahmad Shah, 10500 Penang, Malaysia 

 

  ◇ 在マレーシア日本国大使館(Embassy of Japan in Malaysia) 

    電 話：（＋６０－３）２１７７－２６００ 

    ＦＡＸ：（＋６０－３）２１６７－２３１４ 

        11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50540 Kuala Lumpur, Malaysia 

 

   

  ◇ 在コタキナバル領事事務所(Consular Office of Japan in Kota Kinabalu) 



    電 話：（＋６０－８８）２５４１６９ 

    ＦＡＸ：（＋６０－８８）２３６６３２ 

        No.18 Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 

 

  ◇ 外務省 海外邦人安全課 

    電 話：（＋８１－３）３５８０－３３１１（外務省代表電話） 
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